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令和８年度大阪市保育士等キャリアアップ研修事業委託仕様書 

 

第１ 基本事項 

 １ 業務名 

『令和８年度大阪市保育士等キャリアアップ研修事業委託』 

２ 業務の概要 

   大阪市内の保育施設等（私立保育所、公設置民営保育所、認定こども園、地域型保育事業所）に勤務し

ている者を対象に、厚生労働省が定める「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」等（下記参照）を

もとに研修を実施すること。 

・保育士等キャリアアップ研修ガイドライン（令和元年６月 24日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課

長通知） 

・大阪府保育士等キャリアアップ研修実施機関指定要綱（令和３年11月改正） 

・大阪府保育士等キャリアアップ研修のｅラーニングによる実施について（令和３年６月１日付大阪府事務

連絡） 

３ 業務内容 

（１）目的 

保育士等は専門知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行

う専門職であり、その専門性の向上に目標をもって取り組めるよう、初任者から管理職員までの職位や職

務内容を踏まえた体系的な研修機会の充実によって、その専門性の向上をさせていくことが重要な課題

となっている。本市では保育現場の専門的な対応が求められる分野に関する研修を実施し、教育・保育施

設等におけるリーダー的な役割を担う職員等の育成を目的とする。 
    

（２）業務内容 

ア 研修実施体制の確保 

（ｱ）事務遂行体制の構築 

（ｲ）研修講師及び研修会場（大阪市内）の確保 

研修実施場所はすべて大阪市内とし、研修内容と人数に応じ、研修参加者の利便性を考慮した場所

で実施すること。 

また、「大阪府保育士等キャリアアップ研修のｅラーニングによる実施について」に基づき、ｅラー

ニングによるキャリアアップ研修を実施しても良い。 

なお保育・幼児教育センターの利用は原則としてできないが、「大阪府保育士等キャリアアップ研修

のｅラーニングによる実施について」に基づき、講義の内容を踏まえたグループワーク、演習、講義の

まとめなどをオンラインミーティング形式で実施する際に、オンラインミーティング形式で参加する

ことが難しい参加者向けの研修会場として、保育・幼児教育センターを１分野あたり１回、計８回まで

無償で利用することができるものとする。利用の日程については発注者と調整すること。 

（ｳ）研修テキストの選定・確保・作成等、その他、講義の実施に必要な資料作成 

イ 受講者の募集（追加募集含む）、申込受付、研修日時・場所等の通知、受講者からの問合わせへの 

対応をはじめ、研修業務を通した研修修了証の作成・交付までの業務 

ウ  講義の実施 

（ｱ）別紙１による研修分野の講義・演習等 

（ｲ）講義実施日の講義の進行管理（会場の設営、講師の手配、受付、講義時間中の受講者の会場入場 

から退場までの安全管理、その他受講者対応等）   

   エ  必要な研修分野の受講を完了した修了者への修了証の交付等 
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   オ  上記アからエに関する大阪府への提出書類の作成及び大阪市（以下、「発注者」という）との打ち

合わせ、連絡、協議、調整等の一式 

４ 研修対象者  

別紙１のとおり 

５ 履行期間  

令和８年４月１日～令和９年３月31日まで 

なお、契約日から令和８年３月 31日までは準備期間とする。 

６ 研修受講予定者数 

  別紙１のとおり 

７ 研修講師 

研修講師の確保、講義当日までの手配等、講義内容に係る資料等の調整、連絡・通知等全てについて、

研修業務を受託する事業者（以下、受注者という。）にて行うこと。 

研修講師の選定については、指定保育士養成施設の教員又は研修内容に関して知識及び経験を有する者

とすること。 

なお、講師との謝礼金の交渉や給与支給及び源泉徴収等の適切な管理並びに日程調整等の連絡について

受注者が行うこと。 

 

第２ 研修内容 

 １ 研修分野 

本研修事業の研修分野については、別紙１のとおりとする。 

受注者は、「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」の別添１「分野別リーダー研修の内容」に従い、

「ねらい」欄及び「内容」欄に掲げる内容を満たしていること。なお、研修の実施にあたっては、講義形式

のほか、演習等を組み合わせることにより、より円滑、かつ、主体的に受講者が知識や技能が習得できるよ

う実施すること。 

２ 研修実施方法 

（１）オリエンテーション等の実施 

研修開始にあたり、次のア、イを実施すること。 

ア「オリエンテーション１」   

(ｱ) 概要 

各研修の初日の講義開始前に、研修の概要等について説明すること。 

(ｲ) 内容 

研修の概要等の説明、連絡事項、諸注意・留意事項。 

     (ｳ) その他 

オリエンテーションに必要な資料は受注者がデータを作成する。内容については、発注者に確

認のうえ、決定すること。受注者において必要部数を準備し、受講者へ配付・説明すること。 

     イ「オリエンテーション２」 

(ｱ) 概要 

各研修の最終日の講義終了後に、今後のスケジュール等について説明すること。 

     (ｲ) 内容 

今後のスケジュール等の説明、連絡事項、諸注意・留意事項。 

(ｳ) その他 

オリエンテーションに必要な資料は受注者がデータ作成する。内容については、発注者に確認の

うえ、決定すること。受注者において必要部数を準備し、受講者へ配付・説明すること。 

（２）研修の実施順（受講順） 
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発注者に確認のうえ、決定すること。 

（３）研修時間 

１研修分野あたり合計15時間以上であること。 

（４）実施回数  

「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」の別添１「分野別リーダー研修の内容」に従い、８分

野（乳児保育から保育実践までの各分野）ごとに、「ねらい」欄及び「内容」欄に掲げる内容を満た

す合計15時間以上の研修を実施すること。 

（５）留意点 

各研修分野において、開催日程及び開催時間が重複しないようにすること。 

研修は令和８年７月から令和９年１月末までの間に全ての研修を終了することとし、研修参加者の募

集期間及び開催日程、開催時間にかかる詳細については発注者に確認のうえ、決定すること。 

 

第３ 事業管理等 

１ 研修実施場所 

（１） 研修会場設営、運営、撤収作業全般について受注者が行うこと。 

（２） 研修会場は、空調設備による適切な温度管理が行えること。 

（３） 研修会場においては、人と人との距離の確保、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施すること。 

２ 受講者募集業務 

受注者は、受講者の募集、受付、受講票等の発送、受講者との連絡調整を行うこと。 

なお、発注者のホームページにおいても、受講者募集に関する情報提供を行うことから、内容が確定次

第速やかに研修内容等を発注者に報告すること。その他、募集業務については発注者に確認のうえ、実施

すること。 

また、申込者数が定員に満たない場合は、受注者は追加募集を行うこと。 

３ 受講に関する研修テキストの取扱い 

研修テキストにあたっては、最新の国ガイドライン等を踏まえ、企画し、事前に発注者に確認のうえ、

選定すること。なお、研修当日はパワーポイント等を活用するなど受講者が理解しやすい環境に努めるこ

と。 

 ４ 研修テキスト費用の取扱い 

研修テキスト費用は、原則として受講者の実費負担とし、受注者が受講者から徴収すること。ただし、

徴収金額は2,000円程度の実費とする。 

研修テキスト費用については、いずれの研修分野においても、業務委託契約締結後、発注者に確認のう

え、決定すること。 

５ 研修の運営等 

（１）事業計画、研修カリキュラム及び講師履歴調書の提出 

事業計画等は、契約締結後速やかに本市に提出すること。 様式については、発注者に確認のうえ、決

定すること。 

（２）開催要項及び受講申込書の作成及び取りまとめ 

ア 研修にかかる開催要項及び受講申込書の作成 

研修日時、内容及び会場等を記載した開催要項及び受講申込書を作成すること。なお、作成につ

いては、発注者に確認のうえ、決定すること。 

イ 開催要項及び受講申込書の周知等 

開催要項及び受講申込書について、本市内の保育施設等（私立保育所、公設置民営保育所、認定

こども園、地域型保育事業所）に連絡すること。 

なお、周知方法等については、発注者に確認のうえ、決定すること。 

研修受講者の参加を促進するため、WEBサイト等の活用も含めて実施すること。 
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ウ 研修受講者決定通知書の発送 

研修受講の可否については、研修受講者決定通知書によって通知することとし、募集締め切り後、 

２週間以内に施設長等に通知すること。通知方法については、発注者に確認のうえ、決 

定すること。 

（３）研修の運営 

ア 研修会場等 

研修会場の使用契約、連絡調整、当日の会場設営、司会進行、講師の対応及び受講者の受付等、 

研修の運営に必要な業務のすべてを行うこと。 

イ 受講者の出欠席状況の管理 

受講者の受付においては、虚偽又は不正を防ぐため、本人確認を実施し、出席状況の管理（遅刻、 

欠席及び途中退席など）について記録すること。 

また、遅刻、欠席等の判断その他取扱いの詳細は発注者が事前に定めることとする。なお、定め 

により難い場合は、随時、発注者に確認のうえ決定する。 

ウ 受講者アンケート 

研修修了者に対して、研修の評価及びアンケートを実施し、集約結果を報告すること。なお、アン 

ケートの様式については、発注者から指定する。 

 （４）研修修了後の管理 

ア 受講修了の確認 

受講修了については、国ガイドラインに基づき、15時間以上の研修をすべて受講していることを

確認し、受講修了者名簿を作成すること。 

イ 受講修了後のレポートの確認 

受講者の研修内容に関する知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得の認

識を受講者からのレポートの提出により確認すること。 

ウ 受講修了者名簿等の提出 

上記ア及びイにより確認した受講修了者名簿及びレポートについては、本市に提出すること。 

（５）研修修了の情報管理 

ア 修了証の作成・交付等 

修了者に対し、国ガイドラインに定める修了証を作成・交付し、修了者に送付すること。なお、

交付にあたっては、本市と調整のうえ、修了者に速やかに実施すること。 

イ 修了証番号 

修了証に記載する修了証番号については、国ガイドラインに従い、本市と調整のうえ番号を付すこと。 

ウ 修了者の情報管理 

(ｱ)  修了者名簿の作成等 

研修修了後、次のＡ～Ｆの情報を記載した修了者名簿を作成し、本市に提出すること。 

Ａ 保育士登録番号（研修受講者が保育士の場合に限る。） 

Ｂ 氏名・生年月日・住所 

Ｃ 勤務先施設の名称・所在地 

Ｄ 修了した研修分野 

Ｅ 修了証番号 

Ｆ 修了年月日 

(ｲ) 修了者名簿の大阪府等への情報提供の同意 

本市へ提出された修了者名簿の大阪府への提供、大阪府を介しての修了者名簿に記載された情

報を他の都道府県及び市町村に提供することについて、修了者本人から同意を得ること。 

（６）保育士等キャリアアップ研修修了証の作成 

・印刷用紙については、発注者に確認のうえ、決定すること。 

・印刷用紙については、環境負荷の低減に資する物品を使用することとし、大阪市グリーン調達方針で 
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定める基準を満たすこと。（大阪市環境局 WEBページ参照。） 

・作成部数等は次のとおりとする。 

 

 

 

          

（参考：過去の作成部数 令和４年度…1,061部 令和５年度…1,074部 令和６年度…1,076部） 

（７）保育士等キャリアアップ研修事業実績報告書等の提出等 

ア保育士等キャリアアップ研修事業実績報告書等の提出 

事業の終了後、保育士等キャリアアップ研修事業実績報告書を作成し、次の成果品等を添付して、全

日程完了後、速やかに本市に提出すること。 

(ｱ)  上記（５）ウ(ｱ) で作成した研修修了者名簿（分野ごとにシートを分けたエクセル資料を提出す

ること） 

(ｲ) 上記（４）ウ で受領したレポート（なお、原本１部を保育士等キャリアアップ研修事業実績報

告書と別綴じとして提出すること。また、原本をデータ化（ＰＤＦ）した資料を提出すること） 

(ｳ)  上記（３）ウ のアンケート調査の結果を整理したもの（なお、受講者より提出されたアンケー

ト原本１部を保育士等キャリアアップ研修事業実績報告書と別綴じとして提出すること。また、

アンケート原本をデータ化（ＰＤＦ）した資料を提出すること） 

(ｴ)  本業務で使用した研修テキスト（レジュメ等を含む）一式（なお、原本１部を保育士等キャリア

アップ研修事業実績報告書と別綴じとして提出すること。また、原本１部、もしくは原本をデー

タ化（ワード、エクセル、ＰＤＦ等）した資料を提出すること） 

 なお、保育士等キャリアアップ研修事業実績報告書及び上記(ｱ)～(ｴ)について、データ化したものを

全て CD－ROM等（ウイルス対策済みのもの）に格納し、２部提出すること（大阪府提出用１部を含む） 

６ 災害時の対応について  

   研修実施日の午前７時の時点で、次に掲げる様態及び規模の災害等が発生した場合には、午前中または

全日開催予定の研修等を中止する。 

午前11時の時点で、次に掲げる様態及び規模の災害等が発生した場合については、午後開催予定の研修

等を中止する。 

（１）大阪市に「暴風警報」または「暴風雪警報」または「特別警報」が発表された場合 

（２）大阪市内のいずれかの地域において、河川氾濫の「避難準備」「高齢者等避難開始」「避難勧告」「避

難指示（緊急）」が発表された場合 

（３）大阪市内のいずれかの地域において、震度５弱以上の地震が発生（気象庁発表）した場合。また、地震

に係る「警戒宣言」が発表されている場合 

※研修受講中に警報が発表された場合の取扱いについては、その時点で判断し、上記の理由で研修等を休講し

た場合、その後の取扱いについては発注者と対応を確認のうえ決定する。 

 ※災害や不測の事態により、研修を中止した場合、または代替研修の実施にかかる費用については、受注者負

担とする。 

 

第４ 契約等 

１ 契約条件等に関する事項 

（１）再委託等について 

ア 大阪市保育士等キャリアアップ研修事業業務委託契約書第 16条第１項に規定する「主たる部分」とは

次の各号に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。 

（ア）委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 

イ 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっ

保育士等キャリアアップ研修修了証 部数は修了者

数とする（最大

1,100部） 

・A4 片面印刷 

・文字部分は黒色印刷 
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ては、発注者の承諾を必要としない。 

ウ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者の承諾を

得なければならない。     

エ 地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入札に適さ

ないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の

申請があったときは、原則として業務委託料の３分の１以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行

うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又

は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。 

オ 受注者は、業務を再委託及び再々委託等（以下「再委託等」という。）に付する場合、書面により再委

託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託等の相手方に対して適切な指導、管理

の下に業務を実施しなければならない。 

なお、再委託等の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、又は大

阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。元請

の契約金額が500万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、大阪市契約関係暴力団排

除措置要綱に基づき、再委託等の相手方が暴力団又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書

を発注者に提出しなければならない。 

（２）業務報告等 

ア 報告書の提出 

委託業務完了後、速やかに業務完了報告書及び活動内容、成果についての実績報告書を提出する

こと。 

イ 事業の検査・確認  

発注者は、報告受領後、事業内容や経費について、ヒアリング・実地調査等を実施する場合がある。 

（３）費用分担等 

業務委託料には、講師謝礼（講師旅費含む）、研修会場費、消耗品・備品費（資料印刷用紙【研修テキ

スト等の印刷費用は除く】、筆記具等）、通信運搬費（電話料、封筒・切手代【受講者への研修日時通知、

研修修了証送付用】、インターネット回線費用等）、印刷製本費、事務人件費等を含むものとし、発注者

は業務委託料たる契約金以外の費用は負担しない。 

      また、本事業における協議、打ち合わせ等に要する経費（旅費、電話料、消耗品費等）についても受

注者の負担とする。      

２ 受注者として果たすべき責任 

・個人情報の取り扱い 

業務の履行に際して入手した個人情報及びデータの管理にあたっては大阪市個人情報保護条例及び

大阪市情報公開条例の趣旨を踏まえ、適切な管理を行うこと。 

業務に係る個人情報の取扱いについては、次のとおりとする。 

（１） 本事業は、研修参加者各人の状況に関する高度な個人情報を取り扱うため、個人情報保護の重要性

に鑑み、大阪市個人情報保護条例（平成 7年大阪市条例第 11号）の趣旨を踏まえ、各条項の規定を

遵守し、個人情報保護の措置を講じること。 

（２） 委託業務に係る個人情報について、第三者への提供を禁止する。  

（３） 委託業務の履行に際して取得し、若しくは作成した個人情報が記録されている文書等又は電磁的記

録の複写及び複製を禁止する。 

（４） 委託業務を受託し、若しくは受託していた業務に従事している者又は従事していた者は、その業務

に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせること、又は不当な目的の利用すること

について、禁止する。 

（５） データ管理について、適宜適切なデータ管理・保管に努めること。個人情報等が含まれるデータに

ついては、施錠できるロッカー等で管理・保管することとし、管理方法・保管場所を報告すること。 

（６） データ保護及び機密保護を徹底するため、データ管理者・データ使用作業従事者を始めとする関係
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者全員に対してデータ保護及び機密保護に関する趣旨説明資料を配布し、その重要性についての説

明を徹底するなど適切な措置を講じること。 

（７） データ管理者・データ使用作業従事者を始めとする関係者全員の氏名を報告すること。 

３ 情報公開への対応 

受注者は、大阪市情報公開条例の趣旨を踏まえ、事業の運営に関する情報を公開するため必要な措置を 

講じなければならない。 

４ 職員の資質向上 

受注者は、職員の資質、技能等の向上を図るため、各種研修会、セミナー等へ積極的な参加を促すとと

もに、職員においても研修会等に積極的に参加し、自己研鑽に努めること。 

また、受注者は、人権問題について正しい知識を持って業務を遂行できるよう職員の資質、技能等の向

上及び個人情報保護のために必要な研修を年１回以上実施するとともに、職員においても研修会等に積

極的に参加し、自己研鑽に努め、研修実施報告を発注者が求めた場合は、速やかに実施報告書を提出する

こと。 

５ その他 

（１） 受注者は、事業実施における安全管理を徹底すること。 

（２） 受注者は、事業を実施するにあたり宗教活動及び政治活動、及び特定の公職者（候補者を含む）又は

政党を推薦、支持、反対することを目的とした活動を行わないこと。 

（３） 受注者は、受託内容に疑義が生じた場合は、速やかに発注者に確認を行うこと。 

（４） その他、この仕様書に定めのない事項または、委託業務内容に疑義が生じたときは、発注者と受注者

の協議のうえこれを処理・決定するものとする。 

（５） 契約締結後における仕様書の疑義については、発注者の解釈によるものとする。 

  ６ 障がいのある人への合理的配慮の提供 

受注者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号 ）に基づ

き、合理的配慮の提供が適切になされるよう、大阪市が定めた「大阪市における障がいを理由とする

差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえた、従事者向けの研修等を実施すること。 また、研

修後は、「別紙２」にて本市に報告書を提出すること。 

  ７ 問合せ先 

〒535-0031 大阪市旭区高殿６－14－６ 

大阪市こども青少年局 保育・幼児教育センター  

TEL：06－6952－0173 

   Fax：06－6952－0178 



研修対象者 研修受講予定者数

乳児保育

　大阪市内の民間保育施設等（民間保育所、公設置民営保
育所、認定こども園、地域型保育事業所。以下同じ。）の
保育現場において、それぞれの専門分野に関してリーダー
的な役割を担う者（当該役割を担うことが見込まれる者を
含む。）

150名

幼児教育
　保育所等の保育現場において、それぞれの専門分野に関
してリーダー的な役割を担う者（当該役割を担うことが見
込まれる者を含む。）

150名

障害児保育
　保育所等の保育現場において、それぞれの専門分野に関
してリーダー的な役割を担う者（当該役割を担うことが見
込まれる者を含む。）

150名

食育・
アレルギー対応

　保育所等の保育現場において、それぞれの専門分野に関
してリーダー的な役割を担う者（当該役割を担うことが見
込まれる者を含む。）

150名

保健衛生・
安全対策

　保育所等の保育現場において、それぞれの専門分野に関
してリーダー的な役割を担う者（当該役割を担うことが見
込まれる者を含む。）

150名

保護者支援・
子育て支援

　保育所等の保育現場において、それぞれの専門分野に関
してリーダー的な役割を担う者（当該役割を担うことが見
込まれる者を含む。）

150名

　上記の専門分野におけるリーダー的な役割を担う者とし
ての経験があり、主任保育士の下でミドルリーダーの役割
を担う者（当該役割を担うことが見込まれる者を含む。）

150名

　保育所等の保育現場における実践経験の少ない者 50名

令和８年度大阪市保育士等キャリアアップ研修事業委託仕様書

※各研修分野において、厚生労働省が示す「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に基づき、「分
野別リーダー研修の内容」の「ねらい」欄及び「内容」欄に掲げる内容を満たすこと。
※研修時間については、１研修分野あたり、15時間以上とすること。なおｅラーニングを用いた研修を実
施する場合、大阪府の示す「大阪府保育士等キャリアアップ研修のｅラーニングによる実施について」に
基づくこと。

研修分野名

専
門
分
野
別
研
修

マネジメント

修了証作成・交付

保育実践

その他

　研修修了者に対し、国ガイドラインに定める修了証を作成・交付し、研修修
了者に送付する。

内容

別紙１



雇児保発０４０１第１号 

平成 29 年４月１日 

一部改正 子保発０６２４第３号 

令和元年６月２４日 

 

 

都道府県 

各 指定都市 民生主管部（局）長 殿 

中 核 市 

 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長 

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

 

保育士等キャリアアップ研修の実施について 

 

 

 

保育士は、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保

育に関する指導を行う専門職であり、その専門性の向上を図るため、児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号）第７条の２第１項では、「児

童福祉施設の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成

するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない」こと

とされており、同条第２項では、「児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上の

ための研修の機会を確保しなければならない」こととされているところです。 

 近年、子どもや子育てを取り巻く環境が変化し、保育所に求められる役割も多様

化・複雑化する中で、保育士には、より高度な専門性が求められるようになっており、

日々の保育士としての業務に加え、各種の研修機会の充実によって、その専門性を向

上させていくことが重要となっています。 

現在、保育現場においては、園長、主任保育士の下で、初任後から中堅までの職員

が、多様な課題への対応や若手の指導等を行うリーダー的な役割を与えられて職務に

あたっており、こうした職務内容に応じた専門性の向上を図るための研修機会の充実

が特に重要な課題となっています。 

 今般、公示を行った保育所保育指針（平成 29 年厚生労働省告示第 117 号）では、「保

育所においては、当該保育所における保育の課題や各職員のキャリアパス等も見据え

て、初任者から管理職員までの職位や職務内容等を踏まえた体系的な研修計画を作成

しなければならない」ことが盛り込まれたところです。 

また、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）に基づく特定教育・保育等



に要する費用の額の算定において、平成 29 年度より、技能・経験を積んだ職員に対

する処遇改善のための加算が創設されますが、今後、当該加算の要件に研修の受講が

課されることとなっています。（平成 29 年度は研修要件を課さず、平成 30 年度以降

は職員の研修の受講状況等を踏まえ、決定。） 

これらを踏まえ、今般、保育現場におけるリーダー的職員等に対する研修内容や研

修の実施方法等について、別紙のとおり、「保育士等キャリアアップ研修ガイドライ

ン」を定めましたので、通知します。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項に規定

する技術的助言として発出するものであることを申し添えます。  



（別紙） 

 

保育士等キャリアアップ研修ガイドライン 

 

１ 目的 

本ガイドラインは、保育現場におけるリーダー的職員の育成に関する研修である

「保育士等キャリアアップ研修」（以下「研修」という。）について、一定の水準

を確保するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 実施主体 

研修の実施主体は、都道府県又は都道府県知事の指定した研修実施機関（市町村

（特別区を含む。）、指定保育士養成施設又は就学前の子どもに対する保育に関す

る研修の実績を有する非営利団体に限る。）とする。 

 

３ 研修内容等 

（１）研修分野及び対象者 

研修は、専門分野別研修、マネジメント研修及び保育実践研修とし、それぞれ

の研修の対象者は次のとおりとする。 

ア 専門分野別研修（①乳児保育、②幼児教育、③障害児保育、④食育・アレル

ギー対応、⑤保健衛生・安全対策、⑥保護者支援・子育て支援） 

保育所等（子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業をいう。以下同じ。）の保育現場において、それぞれの専門分野に

関してリーダー的な役割を担う者（当該役割を担うことが見込まれる者を含

む。） 

イ マネジメント研修 

アの分野におけるリーダー的な役割を担う者としての経験があり、主任保育

士の下でミドルリーダーの役割を担う者（当該役割を担うことが見込まれる者

を含む。） 

ウ 保育実践研修 

保育所等の保育現場における実習経験の少ない者（保育士試験合格者等）又

は長期間、保育所等の保育現場で保育を行っていない者（潜在保育士等） 

（２）研修内容 

研修内容は、別添１「分野別リーダー研修の内容」のとおりとし、「ねらい」

欄及び「内容」欄に掲げる内容を満たしたものでなければならない。 

（３）研修時間 

研修時間は、１分野１５時間以上とする。 

なお、７（６）に定める園内研修を受講する場合は、１分野最大４時間の研修

時間が短縮される。 

（４）講師 

研修の講師は、指定保育士養成施設の教員又は研修内容に関して、十分な知識



及び経験を有すると都道府県知事が認める者とする。 

（５）実施方法 

研修の実施にあたっては、講義形式のほか、演習やグループ討議等を組み合わ

せることにより、より円滑、かつ、主体的に受講者が知識や技能を修得できるよ

う、工夫することが望ましい。また、e ラーニングで実施する場合は、保育士等

キャリアアップ研修をｅラーニングで実施する方法等に関する調査研究（平成 30

年度厚生労働省委託事業）を参考にすること。 

 

４ 研修修了の評価 

研修修了の評価については、研修修了者の質の確保を図る観点から、適正に行わ

れる必要があり、１５時間以上の研修（別紙１の「ねらい」欄及び「内容」欄に掲

げる内容を満たしたものに限る。）を全て受講していることを確認するとともに、

研修の受講後にレポートを提出させるなど、各受講者の研修内容に関する知識及び

技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得の認識を確認するものと

する。なお、７（６）に定める園内研修の場合は、園内研修修了の証明で受講を確

認するとともに、園内研修の受講後にレポートを提出させるなど、研修内容に関す

る知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得の認識を確認

するものとする。 

受講者が提出するレポートには、研修で学んだことや理解したこと、自らが担う

こととなる保育内容と関連付け、今後、役に立つこと等を記載することを想定して

おり、レポート自体に理解度の評価（判定）を行って、修了の可否を決定すること

までは想定していないことに留意すること。 

なお、研修の受講において、都道府県又は研修実施機関の指示に従わないなど、

受講者の態度が不適切な者や研修内容の理解を著しく欠いている者等については、

修了の評価を行わないことができるものとする。 

 

５ 研修修了の情報管理 

（１）修了証の交付 

都道府県及び研修実施機関は、研修修了者に対し、様式第１号による修了証を

交付するものとする。なお、虚偽又は不正の事実に基づいて修了証の交付を受け

た場合等においては、研修の修了を取り消すことができる。 

（２）修了証番号 

修了証に記載する修了証番号については、「都道府県番号（２桁）- 修了証の

発行年（２桁（西暦の下２桁））- 研修指定番号（３桁） - 番号（５桁）」の

12 桁とする。研修指定番号は、指定を行った研修実施機関の番号（２桁）（都道

府県が実施する研修は「01」とする。）と研修種別番号（１桁）の３桁の番号と

する。なお、「都道府県番号」及び「研修種別番号」は別添２のとおりとする。 

（例） 

平成 29 年（2017 年）に北海道が実施する乳児保育の研修を修了した者の最

初の修了書番号：011701100001 



（３）修了証の効力 

修了証については、修了した研修が実施された会場の所在地の都道府県以外の

都道府県においても効力を有するものとする。 

（４）研修修了者の情報管理 

研修を実施した後、研修修了者に関する情報を記録し、管理する仕組みとする

ことにより、身に付けた知識及び技能を客観的に評価できるようにすることが重

要であるため、都道府県及び研修実施機関は、次のとおり、研修修了者の情報管

理を行うものとする。 

ア 研修修了者名簿の作成 

都道府県及び研修実施機関は、受講希望者からの申し込みの際、①保育士登

録番号（受講希望者が保育士の場合に限る。）、②氏名・生年月日・住所、③

勤務先施設の名称・所在市町村名（現に保育所等に勤務している者に限る。）

を把握することとし、研修修了後には、①から③までの情報に加え、④修了し

た研修分野、⑤修了証番号、⑥修了年月日を記載した研修修了者名簿を作成す

る。なお、都道府県は、研修実施機関が実施した研修の修了者の情報について

は、研修実施機関に対して、事業実績報告として、研修修了者名簿の提出を求

めるとともに、当該名簿に研修実施機関の名称・所在地・連絡先を記載するも

のとする。 

イ 情報の取扱い 

研修を実施する上で、知り得た個人情報の取扱いについては、十分に留意し

なければならない。研修修了者が受講した研修が実施された会場の所在する都

道府県以外の都道府県で勤務する場合、都道府県間で研修修了者の情報を共有

することにより、当該情報の確認が円滑となることから、都道府県及び研修実

施機関は、他の都道府県及び市町村にアで定める①から⑥までの情報を提供す

ることについて、受講の申し込み時において、本人から同意を得るものとする。 

（５）修了証の再交付 

都道府県及び研修実施機関は、研修修了者の氏名の変更や修了証の紛失等の申

し出があった際は、修了証の再発行を行うものとする。 

 

６ 研修実施機関の指定手続き 

都道府県が研修実施機関の指定を行う際の取扱いは次のとおりとする。 

（１）指定申請 

研修の指定は、研修実施機関からの申請に基づき行うものとし、研修実施機関

は、研修会場の所在地の都道府県に対し、研修実施予定日の２か月前までに様式

第２号による申請書を提出しなければならない。 

（２）都道府県による指定 

（１）による申請を受けた都道府県は、申請内容が本ガイドラインの３から５

までに定める内容を満たした研修を適切に実施できるものと認める場合、様式第

３号による指定通知書により、指定を行うものとする。 

（３）指定の効力 



（２）による指定については、指定を行った年度のみ効力を有する。ただし、

研修実施機関が指定を受けた研修を翌年度も実施しようとする場合、様式第４号

による指定内容更新届出書を提出することにより、当該研修に対する指定は、引

き続き、効力を有するものとする。なお、当該届出書に記載された研修が本ガイ

ドラインの３から５までに定める内容を満たしていない場合、当該届出書は無効

とし、指定の効力はなくなるものとする。 

 

７ その他 

（１）都道府県が研修を実施する場合、都道府県が適当と認める団体に研修の全部又

は一部を委託することができるものとし、研修実施機関が研修を実施する場合、

適切に研修を実施し、研修修了の評価を行うことができる範囲において、研修の

一部を委託することができるものとする。 

（２）都道府県は、指定又は委託を行う場合、研修を実施しようとする者について、

次の点に留意するものとする。 

ア 事業を適正かつ円滑に実施するために必要な能力及び研修の実施に必要な

財政的基盤を有していること 

イ 研修事業の経理が他の経理と区分され、事業の収支を明らかにする書類を整

備することができること 

（３）都道府県は、研修の実施について、管内市町村及び関係団体等と十分な連携を

図るとともに、受講ニーズに対応できるよう、研修実施体制の整備に努めなけれ

ばならない。研修実施体制の整備にあたっては、研修の開催日、時間帯及び会場

について、受講希望者が受講しやすいよう配慮するものとする。 

（４）都道府県及び研修実施機関は、研修の定員に３（１）に定める研修の対象者の

受講希望者の数が満たない場合、当該対象者以外の者に研修を受講させることが

できるものとする。 

（５）都道府県は、本ガイドラインに基づく研修について、委託又は指定を行ったも

のも含め、ホームページへの掲載等により、保育所等及び研修の対象者に周知を

行うこととする。 

（６）保育所及び地域型保育事業所が企画・実施する園内における研修（以下「園内

研修」という。）の取扱いについて、園内研修を行う施設・事業者からの申請に

基づき、都道府県が、その内容及び研修時間について、以下の要件を満たしてい

ることを確認した場合には、園内研修の修了者について、対応する研修分野の研

修に関して１分野最大４時間の研修時間が短縮されるものとする。 

   ・研修の講師が、本ガイドラインに定める研修の講師であること。 

・研修の目的及び内容が明確に設定されており、また、本ガイドラインに定め

る研修分野が設定されているとともにその内容が本ガイドラインに沿った

ものとなっていること。 

・研修受講者が明確に特定されており、園内研修を実施する保育所及び地域型

保育事業所において研修修了の証明が可能であること。 



 
 

 

分野別リーダー研修の内容 

 
 

分野 ねらい 内容 具体的な研修内容（例） 

乳児保育 

（主に０歳から３ 

歳未満児向けの保 

育内容） 

・ 乳児保育に関する

理解を深め、適切な

環境を構成し、個々

の子どもの発達の

状態に応じた保育

を行う力を養い、他

の保育士等に乳児

保育に関する適切

な助言及び指導が

できるよう、実践的

な能力を身に付け

る。 

○乳児保育の意義 

 

 

○乳児保育の環境 

 

 

 

 

○乳児への適切な関わり 

 

 

 

 

○乳児の発達に応じた保育 

内容 

 

 

 

○乳児保育の指導計画、記録 

及び評価 

 

・乳児保育の役割と機能 

・乳児保育の現状と課題 

 

・乳児保育における安全な環境 

・乳児保育における個々の発達を促す 

生活と遊びの環境 

・他職種との協働 

 

・乳児保育における配慮事項 

・乳児保育における保育者の関わり 

・乳児保育における生活習慣の援助や 

関わり 

 

・保育所保育指針について 

・乳児の発達と保育内容 

・１歳以上３歳未満児の発達と保育 

内容 

 

・全体的な計画に基づく指導計画の作成 

・観察を通しての記録及び評価 

・評価の理解及び取組 

 

 

幼児教育 

（主に３歳以上児 

向けの保育内容） 

・ 幼児教育に関する

理解を深め、適切な

環境を構成し、個々

の子どもの発達の

状態に応じた幼児

教育を行う力を養

い、他の保育士等に

幼児教育に関する

適切な助言及び指

導ができるよう、実

践的な能力を身に

付ける。 

○幼児教育の意義 

 

 

 

○幼児教育の環境 

 

 

 

 

○幼児の発達に応じた保育 

内容 

 

 

 

○幼児教育の指導計画、記録 

及び評価 

 

 

○小学校との接続 

 

 

 

・幼児教育の役割と機能 

・幼児教育の現状と課題 

・幼児教育と児童福祉の関連性 

 

・幼児期にふさわしい生活 

・遊びを通しての総合的な指導 

・一人一人の発達の特性に応じた指導 

・他職種との協働 

 

・保育所保育指針について 

・資質と能力を育むための保育内容 

・個々の子どもの発達の状況に応じた 

幼児教育 

 

・全体的な計画に基づく指導計画の作成 

・観察を通しての記録及び評価 

・評価の理解及び取組 

 

・小学校教育との接続 

・アプローチカリキュラムとスタート 

カリキュラムの理解 

・保育所児童保育要録 

 

 

（別添１） 



 
 

分野 ねらい 内容 具体的な研修内容（例） 

障害児保育 ・ 障害児保育に関す

る理解を深め、適切

な障害児保育を計

画し、個々の子ども

の発達の状態に応

じた障害児保育を

行う力を養い、他の

保育士等に障害児

保育に関する適切

な助言及び指導が

できるよう、実践的

な能力を身に付け

る。 

○障害の理解 

 

 

 

 

○障害児保育の環境 

 

 

 

 

 

 

○障害児の発達の援助 

 

○家庭及び関係機関との連携 

 

 

 

 

○障害児保育の指導計画、 

記録及び評価 

 

 

 

・障害のある子どもの理解 

・医療的ケア児の理解 

・合理的配慮に関する理解 

・障害児保育に関する現状と課題 

 

・障害児保育における個々の発達を促す 

生活と遊びの環境 

・障害のある子どもと保育者との関わり 

・障害のある子どもと他の子どもとの 

関わり 

・他職種との協働 

 

・障害のある子どもの発達と援助 

 

・保護者や家族に対する理解と支援 

・地域の専門機関等との連携及び個別の 

支援計画の作成 

・小学校等との連携 

 

・全体的な計画に基づく指導計画の作成 

と観察・記録 

・個別指導計画作成の留意点 

・障害児保育の評価 

 

 

 

食育・アレルギー 

対応 

・ 食育に関する理解

を深め、適切に食育

計画の作成と活用

ができる力を養う。 

・ アレルギー対応に

関する理解を深め、

適切にアレルギー

対応を行うことが

できる力を養う。 

・ 他の保育士等に食

育・アレルギー対応

に関する適切な助

言及び指導ができ

るよう、実践的な能

力を身に付ける。 

○栄養に関する基礎知識 

 

 

 

 

○食育計画の作成と活用 

 

 

 

 

 

○アレルギー疾患の理解 

 

 

○保育所における食事の提供 

ガイドライン 

 

 

○保育所におけるアレルギー 

対応ガイドライン 

・栄養の基本的概念と栄養素の種類と 

機能 

・食事摂取基準と献立作成・調理の基本 

・衛生管理の理解と対応 

 

・食育の理解と計画及び評価 

・食育のための環境（他職種との協働等）

・食生活指導及び食を通した保護者への 

支援 

・第三次食育推進基本計画 

 

・アレルギー疾患の理解 

・食物アレルギーのある子どもへの対応 

 

・保育所における食事の提供ガイドライ 

ンの理解 

・食事の提供における質の向上 

 

・保育所におけるアレルギー対応ガイド 

ラインの理解 

・アナフィラキシーショック（エピペン 

の使用方法を含む。）の理解と対応 

 

 

 



 
 

分野 ねらい 内容 具体的な研修内容（例） 

保健衛生・安全対 

策 

・ 保健衛生に関する

理解を深め、適切に

保健計画の作成と

活用ができる力を

養う。 

・ 安全対策に関する

理解を深め、適切な

対策を講じること

ができる力を養う。 

・ 他の保育士等に保

健衛生・安全対策に

関する適切な助言

及び指導ができる

よう、実践的な能力

を身に付ける。 

○保健計画の作成と活用 

 

 

 

 

 

○事故防止及び健康安全管理 

 

 

 

 

 

 

○保育所における感染症対策 

ガイドライン 

 

 

 

○保育の場において血液を介 

して感染する病気を防止す 

るためのガイドライン 

 

 

 

○教育・保育施設等における 

事故防止及び事故発生時の 

対応のためのガイドライン 
 

・子どもの発育・発達の理解と保健計画 

の作成 

・保健活動の記録と評価 

・個別的な配慮を必要とする子どもへの 

対応（慢性疾患等） 

 

・事故防止及び健康安全管理に関する 

組織的取組 

・体調不良や傷害が発生した場合の対応 

・救急処置及び救急蘇生法の習得 

・災害への備えと危機管理 

・他職種との協働 

 

・保育所における感染症対策ガイドライ 

ンの理解 

・保育所における感染症の対策と登園時 

の対応 

 

・保育の場において血液を介して感染 

する病気を防止するためのガイドライ 

ンの理解 

・保育所における血液を介して感染する 

感染症の対策と対応 

 

・教育・保育施設等における事故防止 

及び事故発生時の対応のためのガイド 

ラインの理解 

・安全な環境づくりと安全の確認方法 

 

保護者支援・子育 

て支援 

・ 保護者支援・子育

て支援に関する理

解を深め、適切な支

援を行うことがで

きる力を養い、他の

保育士等に保護者

支援・子育て支援に

関する適切な助言

及び指導ができる

よう、実践的な能力

を身に付ける。 

 

○保護者支援・子育て支援の 

意義 

 

 

 

○保護者に対する相談援助 

 

 

 

○地域における子育て支援 

 

 

 

○虐待予防 

 

 

○関係機関との連携、地域 

資源の活用 

 

・保護者支援・子育て支援の役割と機能 

・保護者支援・子育て支援の現状と課題 

・保育所の特性を活かした支援 

・保護者の養育力の向上につながる支援 

 

・保護者に対する相談援助の方法と技術 

・保護者に対する相談援助の計画、記録 

及び評価 

 

・社会資源 

・地域の子育て家庭への支援 

・保護者支援における面接技法 

 

・虐待の予防と対応等 

・虐待の事例分析 

 

・保護者支援・子育て支援における専門 

職及び関係機関との連携 

・保護者支援・子育て支援における地域 

資源の活用 

・「子どもの貧困」に関する対応 

 



 
 

分野 ねらい 内容 具体的な研修内容（例） 

マネジメント ・ 主任保育士の下で

ミドルリーダーの

役割を担う立場に

求められる役割と

知識を理解し、自園

の円滑な運営と保

育の質を高めるた

めに必要なマネジ

メント・リーダーシ

ップの能力を身に

付ける。 

○マネジメントの理解 

 

 

 

 

 

 

○リーダーシップ 

 

 

 

○組織目標の設定 

 

 

 

○人材育成 

 

 

 

○働きやすい環境づくり 

 

・組織マネジメントの理解 

・保育所におけるマネジメントの現状と 

課題 

・関係法令、制度及び保育指針等につい 

ての理解 

・他専門機関との連携・協働 

 

・保育所におけるリーダーシップの理解 

・職員への助言・指導 

・他職種との協働 

 

・組織における課題の抽出及び解決策の 

検討 

・組織目標の設定と進捗管理 

 

・職員の資質向上 

・施設内研修の考え方と実践 

・保育実習への対応 

 

・雇用管理 

・ＩＣＴの活用 

・職員のメンタルヘルス対策 

 

 

 

分野 ねらい 内容 具体的な研修内容（例） 

保育実践 ・ 子どもに対する理

解を深め、保育者が

主体的に様々な遊

びと環境を通じた

保育の展開を行う

ために必要な能力

を身に付ける。 

 

○保育における環境構成 

 

 

○子どもとの関わり方 

 

 

○身体を使った遊び 

 

 

○言葉・音楽を使った遊び 

 

 

○物を使った遊び 

 

・子どもの感性を養うための環境構成と

保育の展開 

 

・子どもの発達に応じた援助方法に関す 

る実践方法 

 

・身体を使った遊びに関する実践方法 

 

 

・言葉・音楽を使った遊びに関する実践 

方法 

 

・物を使った遊びに関する実践方法 

 

 

 ※「具体的な研修内容（例）」については、「内容」欄の研修事項として考えられる具体的な例であり、研修事項に即し 

た内容であれば、これに限定されるものではない。 



（別添２） 

 

 

修了証番号について 

 

 

１ 都道府県番号 

 

01 北海道  13 東京都  25 滋賀県  37 香川県 

02 青森県  14 神奈川県  26 京都府  38 愛媛県 

03 岩手県  15 新潟県  27 大阪府  39 高知県 

04 宮城県  16 富山県  28 兵庫県  40 福岡県 

05 秋田県  17 石川県  29 奈良県  41 佐賀県 

06 山形県  18 福井県  30 和歌山県  42 長崎県 

07 福島県  19 山梨県  31 鳥取県  43 熊本県 

08 茨城県  20 長野県  32 島根県  44 大分県 

09 栃木県  21 岐阜県  33 岡山県  45 宮崎県 

10 群馬県  22 静岡県  34 広島県  46 鹿児島県 

11 埼玉県  23 愛知県  35 山口県  47 沖縄県 

12 千葉県  24 三重県  36 徳島県    

 

 

２ 研修種別番号 

 

１ 乳児保育 

２ 幼児教育 

３ 障害児保育 

４ 食育・アレルギー対応 

５ 保健衛生・安全対策 

６ 保護者支援・子育て支援 

７ マネジメント 

８ 保育実践 

 

 



（様式第１号） 

 

第         号 

 

 

 

保育士等キャリアアップ研修修了証 

 

 

保育士登録番号： 

 

氏 名： 

 

生 年 月 日： 

 

 

あなたは、「保育士等キャリアアップ研修の実施について」（平成 29 年４月１日

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）に基づく保育士等キャリアアップ

研修について、次の分野を修了したことを証明する。 

 

 

研修種別： 

 

 

 

  年  月  日 

 

都道府県知事名 

（都道府県の指定を受けた研修実施機関が実施する研修 

の場合、当該研修実施機関の名称、主たる事務所の所在 

地及び代表者の氏名） 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

保育士以外の者に交付する場合、保育士登録番号の記載は不要となる。 



（様式第２号） 

 

年  月  日 

 

 （都道府県知事） 殿 

 

（申請者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者氏名） 

 

 

保育士等キャリアアップ研修指定申請書 

 

 

「保育士等キャリアアップ研修の実施について」（平成 29 年４月１日厚生労働

省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）に基づく保育士等キャリアアップ研修につ

いて、指定を受けたいので、関係書類を添えて、下記のとおり、申請を行う。 

 

研修種別 
 

 

研修時間数 
 

 

研修修了の評価方法 

 

 

 

 

（添付書類） 

・事業計画 

・研修カリキュラム 

・講師に関する書類 

 

 

 

 

（注） 

１ 複数の種別の研修をまとめて申請する場合、「別紙のとおり」と記載し、書類を添付するこ

とができる。 

２ 「事業計画」には、研修に関する日程（研修の受付開始予定日、研修実施予定日、修了証

の発行予定日及び事業実績報告の提出予定日を含む。）、研修会場、研修事業の実施体制（研

修担当者の連絡先及び氏名を含む。）及び収支予算を記載すること。 

３ 「研修カリキュラム」には、定員、研修項目、各項目の講師・時間数及び研修形態（講義・

演習・グループ討議等の別）を記載すること。 

４ 「講師に関する書類」は、講師の略歴及び保育に関する研修の実績が分かる書類並びに承 

諾書を添付すること。 

 



（様式第３号） 

 

 

 

 （研修実施機関の名称及び代表者氏名） 殿 

 

 

 

保育士等キャリアアップ研修指定通知書 

 

 

 

年  月  日付で指定の申請のあった保育士等キャリアアップ研修に

ついて、下記のとおり指定したので、通知する。 

 

 

 

研修実施機関番号 
 

 

研修実施機関の名称 
 

 

研修種別番号 
 

 

研修種別 
 

 

 

 

 

年  月  日 
 
 

（都道府県知事） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

 同一の研修実施機関が実施する複数の種別の研修を一括して指定する場合、「研修種別番号」

及び「研修種別」に該当する番号及び研修種別を列挙すること。 



（様式第４号） 

 

年  月  日 

 

 （都道府県知事） 殿 

 

（研修実施機関の名称、主たる事務所の所在地及び代表者氏名） 

 

 

保育士等キャリアアップ研修指定内容更新届出書 

 

 

「保育士等キャリアアップ研修の実施について」（平成 29 年４月１日厚生労働

省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）に基づく保育士等キャリアアップ研修とし

て、   年  月  日に指定を受けた研修について、下記のとおり、  年度

に実施する内容の届出を行う。 

 

 

研修種別 
 

 

研修時間数 
 

 

研修修了の評価方法 

 

 

 

 

（添付書類） 

・事業計画 

・研修カリキュラム 

・講師に関する書類 

 

 

（注） 

１ 複数の種別の研修をまとめて届出を行う場合、「別紙のとおり」と記載し、書類を添付する

ことができる。 

２ 「事業計画」には、研修に関する日程（研修の受付開始予定日、研修実施予定日、修了証

の発行予定日及び事業実績報告の提出予定日を含む。）、研修会場、研修事業の実施体制（研

修担当者の連絡先及び氏名を含む。）及び収支予算を記載すること。 

３ 「研修カリキュラム」には、定員、研修項目、各項目の講師・時間数及び研修形態（講義・

演習・グループ討議等の別）を記載すること。 

４ 「講師に関する書類」は、講師の略歴及び保育に関する研修の実績が分かる書類並びに承 

諾書を添付すること。前年度から変更がない場合は当該書類を省略することができる。 
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大阪府保育士等キャリアアップ研修実施機関指定要綱 

 

（目的） 

第１条  本要綱は、「保育士等キャリアアップ研修の実施について」（平成２９年４月１日

付け雇児保発０４０１第１号）の別紙「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」

（以下「ガイドライン」という。）及び「保育士等キャリアアップ研修のｅラーニング

等による実施方法について」（平成３１年４月１５日付け厚生労働省子ども家庭局保育

課事務連絡）に基づき、保育士等キャリアアップ研修実施機関（以下「研修実施機関」

という。）の指定等について必要な事項を定め、保育士等キャリアアップ研修の円滑な

執行を図ることを目的とする。 

（研修実施機関の指定要件） 

第２条  知事は、次の要件を満たすと認められる場合、研修実施機関として指定すること

ができるものとする。 

（１）市町村、指定保育士養成施設又は就学前の子どもに対する保育に関する研修の実

績を有する非営利団体であること。 

（２）研修事業を適正かつ円滑に実施するために必要な能力及び研修の実施に必要な財

政基盤を有していること。 

（３）研修事業の経理が他の事業の経理と区分され、事業の収支を明らかにする書類を

整備することができること。 

（４）研修実施機関の指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）又は申請者

の代表者、役員若しくは関係者等が、次のいずれにも該当する者ではないこと。 

   ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する「暴力団」をいう。） 

   イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規

定する「暴力団員」をいう。） 

   ウ 暴力団密接関係者（大阪府暴力団排除条例（平成２２年大阪府条例第５８号）

第２条第４号に規定する「暴力団密接関係者」をいう。） 

（５）次の要件を満たす研修を実施すること。 

ア 研修分野及び対象者 

研修は、専門分野別研修、マネジメント研修及び保育実践研修のいずれかの分

野とし、それぞれの研修の対象者は次のとおりとする。 

なお、研修の対象者の受講希望者の数が満たない場合、当該対象者以外の者に

研修を受講させることができるものとする。 

（ア）専門分野別研修（①乳児保育、②幼児教育、③障がい児保育、④食育・ア

レルギー対応、⑤保健衛生・安全対策、⑥保護者支援・子育て支援） 

保育所等（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）に基づく特
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定教育・保育施設及び特定地域型保育事業をいう。以下同じ。）の保育現場

において、それぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う者（当該役

割を担うことが見込まれる者を含む。） 

（イ）マネジメント研修 

（ア）の分野におけるリーダー的な役割を担う者としての経験があり、主任

保育士の下でミドルリーダーの役割を担う者（当該役割を担うことが見込ま

れる者を含む。） 

（ウ）保育実践研修 

保育所等の保育現場における実習経験の少ない者（保育士試験合格者等）

又は長期間、保育所等の保育現場で保育を行っていない者（潜在保育士等） 

イ 研修内容 

研修内容は、ガイドライン別添１「分野別リーダー研修の内容」のとおりと

し、「ねらい」欄及び「内容」欄に掲げる内容を満たしたものであること。 

ウ 研修時間 

研修時間は、１分野１５時間以上であること。 

エ 講師 

研修の講師は、指定保育士養成施設の教員又は研修内容に関して十分な知識及

び経験を有すると知事が認める者であること。 

オ 実施方法 

集合研修のほか、ｅラーニングによる研修を実施することができる。 

研修の実施にあたっては、講義形式のほか、演習やグループ討議等を組み合わ

せることにより、より円滑、かつ、主体的に受講者が知識や技能を修得できるよ

う、工夫することが望ましい。 

   カ ｅラーニングによる研修実施 

     ｅラーニングによる研修を実施する場合は、１分野３時間以上の集合研修を行

わなければならない。 

     当該集合研修は、演習、グループ討議等を組み合わせたものとし、ｅラーニン

グよる研修の内容を踏まえたものとすること。 

     受講者が不正行為を行わないよう知事が必要と認める不正防止対策をとるこ

と。 

キ 実施場所等 

   研修は大阪府内で実施すること。ただし、ｅラーニングによる研修（ｅラーニ

ングに係る集合研修を除く。）を実施する場合は、この限りでない。 

   研修の開催日、時間帯及び会場について、受講希望者が受講しやすいよう配慮

すること。 

（６）以下に定めるとおり研修修了の確認及び評価を行うこと。 
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ア  研修修了の確認 

１５時間以上の研修（ガイドライン別添１「分野別リーダー研修の内容」の

「ねらい」欄及び「内容」欄に掲げる内容を満たしたもの）を全て受講している

ことを確認すること。 

イ 研修修了の評価 

研修の受講後にレポートを提出させるなど、各受講者の研修内容に関する知識

及び技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得の認識を確認するこ

と。 

ただし、レポート自体に理解度の評価（判定）を行って、修了の可否を決定す

ることまでは必要としない。 

なお、受講者のうち、態度が不適切な者や研修内容の理解を著しく欠いている

者等については、修了の評価を行わないことができる。 

（７）以下に定めるとおり研修修了の情報管理を行うこと。 

ア 修了証の交付 

研修実施機関は、研修修了者に対し、様式第１号「保育士等キャリアアップ研

修修了証（以下「修了証」という。）」を交付すること。 

なお、虚偽又は不正の事実に基づいて修了証の交付を受けた場合等において

は、研修の修了を取り消すことができる。 

（ア）修了証番号 

修了証に記載する修了証番号については、「都道府県番号（27）- 修了証の

発行年（２桁（西暦の下２桁））- 研修指定番号（３桁）- 通し番号（５桁）」

の 12 桁とすること。 

研修指定番号は、研修実施機関の番号（２桁）（指定時に大阪府で決定し、

通知する）と研修種別番号（１桁）の３桁の番号とする。なお、「研修種別番

号」はガイドライン別添２「修了証番号について」のとおりとすること。 

（イ）修了証の効力 

修了証については、大阪府以外の都道府県においても効力を有するものとす

る。 

イ 研修修了者の情報管理 

研修実施機関は、次のとおり、研修修了者の情報管理を行うこと。 

（ア）研修修了者名簿の作成 

受講希望者からの申込みの際、①保育士登録番号（受講希望者が保育士の場

合に限る。）、②氏名・生年月日・住所、③勤務先施設の名称・所在市町村名

（現に保育所等に勤務している者に限る。）を把握し、研修修了後には、①か

ら③までの情報に加え、④修了した研修分野、⑤修了証番号、⑥修了年月日を

記載した研修修了者名簿を作成すること。 
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大阪府が他の都道府県及び市町村に①から⑥までの情報を提供することにつ

いて、受講の申込み時において、受講希望者本人から同意を得ること。 

（イ）研修修了者名簿の提出 

研修実施機関は、修了証の交付後速やかに、様式第２号「保育士等キャリア

アップ研修実績報告書」に、研修修了者名簿並びに修了者レポート、受講アン

ケート及び使用教材の写し等、修了及び研修内容が確認できる書類を添付し

て、知事に提出すること。 

（ウ）個人情報の保護 

研修実施機関は、個人情報の保護の重要性を認識し、研修の実施に当たって

は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行

うこと。 

研修実施機関は、研修の実施において知り得た情報をみだりに他人に知らせ

ないこと。 

ウ 修了証の再交付 

研修実施機関は、研修修了者の氏名の変更や修了証の紛失等の申し出があった

際は、修了証の再発行を行うこと。 

なお、研修修了者の情報に変更があった場合は、研修修了者名簿を更新し、速

やかに知事に提出すること。 

（８）適切に研修を実施し、研修修了の評価を行うことができる範囲において、研修の

一部を委託することができるものとする。 

（指定の申請） 

第３条 申請者は、研修実施予定日の２か月前までに、必要事項を記載した様式第３号

「保育士等キャリアアップ研修指定申請書（以下「申請書」という。）」に下記の必要書

類を添付して知事に提出しなければならない。 

なお、下記の必要書類のうち、エについてはｅラーニングによる研修を申請する者の

み提出するものとし、キからスまでについては市町村、指定保育士養成施設及び既にい

ずれかの研修分野において研修実施機関の指定を受けた者の場合は省略できるものとす

る。 

ア 事業計画（様式第３号の１） 

イ 研修会場見取図 

ウ 研修カリキュラム（様式第３号の２） 

エ ｅラーニング実施計画書（様式第３号の２の２） 

オ 講師履歴調書（様式第３号の３） 

カ 就任承諾書（様式第３号の４） 

キ 定款又は寄付行為 

ク 履歴事項全部証明書（登記事項証明書） 
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ケ 決算報告書（直近１事業年度のもの） 

コ 誓約書（様式第３号の５） 

サ 要件確認申立書（様式第３号の６） 

シ 暴力団等審査情報（様式第３号の７） 

ス その他知事が必要と認める書類 

２ 当該申請者が、指定の申請以前に実施した研修を、この要綱の定める内容を満たした

研修として指定を受けようとする場合は、申請者はこの要綱に定める内容を満たした研

修を実施したことを確認できる書類を前項の必要書類（イ、カを除く。）と併せて申請

書に添付して知事に提出しなければならない。なお、前項の提出期限はこの限りではな

い。 

（指定の通知） 

第４条 知事は、申請内容がこの要綱に定める内容を満たした研修を適切に実施できるも

のと認められる場合は、様式第４号「保育士等キャリアアップ研修指定通知書」により

研修実施機関の指定を行う。 

２ 知事は、申請の内容がこの要綱に定める内容を満たしていない場合は、相当の期間を

定めて申請者に補正を求め、申請者が期間内に補正を行わないときは、指定しないこと

ができる。 

（指定の効力） 

第５条 前条による指定は、指定を行った研修のみ効力を有する。 

２ 研修実施機関は、指定を受けた研修を翌年度も実施しようとする場合、様式第５号

「保育士等キャリアアップ研修指定内容更新申請書」に次に掲げる資料を添付して、知

事に提出することにより、当該研修に対する指定は、引き続き、効力を有するものとす

る。 

なお、下記書類のうち、エについてはｅラーニングによる研修を申請する者のみ提出

するものとし、研修会場又は講師に変更がない場合は、イ又はオについては、省略でき

るものとする。 

ア 事業計画（様式第３号の１） 

イ 研修会場見取図 

ウ 研修カリキュラム（様式第３号の２） 

エ ｅラーニング実施計画書（様式第３号の２の２） 

オ 講師履歴調書（様式第３号の３） 

カ 就任承諾書（様式第３号の４） 

３ 前項の「保育士等キャリアアップ研修指定内容更新申請書」の内容がこの要綱に定め

る内容を満たしていない場合は、相当の期間を定めて申請者に補正を求め、申請者が期

間内に補正を行わないときは、当該申請を拒否することができる。 
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（指定内容の変更） 

第６条 研修実施機関は、第３条又は前条の申請により指定を受けた内容を変更するとき

は、速やかに様式第６号「保育士等キャリアアップ研修指定内容変更申請書」に変更に

係る書類を添付し提出しなければならない。 

２ 前項の「保育士等キャリアアップ研修指定内容変更申請書」の内容がこの要綱に定め

る内容を満たしていない場合は、相当の期間を定めて申請者に補正を求め、申請者が期

間内に補正を行わないときは、当該申請を拒否することができる。 

（調査及び指導） 

第７条 知事は、研修の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要

な限度で、研修実施機関の長に対し、研修方法その他の事項に関し報告を求め、若しく

は指導をし、又はその職員に、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

（指定の取消し）  

第８条 知事は、研修実施機関が、この要綱に定める内容に該当しなくなったと認めると

き又は前条に規定する指導に従わないときは、その指定を取り消すことができる。 

（その他） 

第９条 この要綱、ガイドラインに定めるもののほか、保育士等キャリアアップ研修の指

定等について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年１０月２日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年６月２２日から適用する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に改正前の大阪府保育士等キャリアアップ研修実施機関指定

要綱の規定により提出されている様式は、改正後の大阪府保育士等キャリアアップ研修

実施機関指定要綱の規定により提出されたものとみなす。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年３月３０日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年２月２日から施行し、令和３年１１月１７日から適用する。た

だし、様式第３号の６及び様式第３号の７については、令和３年１１月２２日から適用

する。 

２ この要綱の施行の際、現に改正前の大阪府保育士等キャリアアップ研修実施機関指定

要綱（以下「旧要綱」という。）の規定により提出されている様式は、改正後の大阪府

保育士等キャリアアップ研修実施機関指定要綱（以下「新要綱」という。）の規定によ
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り提出されたものとみなす。 

３ 旧要綱の様式により作成した書類は、当分の間、所要の調整をした上で、新要綱の様

式により作成した書類として使用することができる。 

 



令和３年 6月 1日 

 

大阪府保育士等キャリアアップ研修のｅラーニングによる実施について 

 

１ ｅラーニングの定義 

 インターネットやＤＶＤ等による映像視聴により学習する方法 

  

２ キャリアアップ研修においてｅラーニングを導入するにあたっての留意事項  

・ 対象者は、原則として、大阪府内在住者または大阪府内の保育所、認定こども園、幼

稚園、地域型保育事業所に勤務している者（勤務予定の者を含む）とすること。 

・ 集合型研修と同等の質を担保すること。 

・ ｅラーニングを導入する場合もグループ討議等の演習を集合研修（１５時間のうち３

時間以上）で実施すること。 

・ 集合研修は、ｅラーニングによる研修の内容を踏まえて実施すること。 

・ ｅラーニング導入の研修実施機関は、受講確認の担保のための不正防止対策を取り、

１５時間受講したことを確認すること。 

 

３ ｅラーニングによる保育士等キャリアアップ研修の実施方法について 

 大阪府においてｅラーニングによるキャリアアップ研修を行う場合、以下に掲げる要件

を備えなければならない。 

（１）必須項目 

１５時間のうち３時間以上は集合して研修を行い、ｅラーニングによる講義の内容を

踏まえたグループワーク、演習、講義のまとめなどを行うこと。 

※ 集合で行う研修について、受講者が相互に意見交換できることを条件とし、コミュ

ニケーションアプリ等を活用したオンラインミーティング形式で実施することが

できる。ただし、オンラインミーティング形式に対応する環境を有さない受講者に

対して、受講を妨げることのないよう配慮するとともに、これを理由として受講の

申し込みを断ってはならない。 

［修了の評価］ 

ｅラーニング及び集合研修受講後にレポートを提出させるなど、各受講者の研修内容

に関する知識及び技能の習得等について確認すること。なお、受講者のうち、態度が不

適切な者や研修内容の理解を著しく欠いている者等については、修了の認定を行わな

いことができる（現在の要綱と同じ）。 

 

（２）選択項目（研修実施機関において①～⑤を選択。複数組合せも可） 

① オフライン（ＤＶＤ視聴等）で対面による受講者管理を行い実施 

 ［実施条件］ 

・ 対面により本人確認を行い、かつ、ＤＶＤ等を所定の時間視聴したことを研修実施機

関が確認すること。 

 ② オフライン（ＤＶＤ視聴等）で園長が受講者管理を行い実施 

 ［実施条件］ 



・ 保育所、認定こども園等園所において、ＤＶＤ等を所定の時間視聴したことを園長が

記録、証明し、その記録及び証明書を研修実施機関が確認すること。 

・ 当該研修記録は１０年間保存すること。 

③ オフライン（ＤＶＤ視聴等）で映像記録による受講者管理を行い実施 

 ［実施条件］ 

・ ＤＶＤ等を所定の時間視聴したことを研修実施機関が貸出したレコーダー機器等に

記録し、研修実施機関において保管すること。 

・ 視聴場所は問わない。 

・ 当該記録の保管期間は１０年とする。 

・ 当該記録は研修実施機関において管理・保管し、記録に基づき受講生が所定の時間の

研修を受講したことを研修実施機関が確認すること。 

④ オンライン（インターネットによる視聴等）で個人での実施 

 ［実施条件］ 

・ インターネットでｅラーニングに係るシステムを作成する場合には、以下ⅰ及びⅱの

不正防止策を複数取り入れ（ⅱ記載の所定の時間視聴したことを確認する機能の搭載

は必須とする）、所定の時間視聴したことを研修実施機関において確認すること。 

・ 研修実施機関が行う不正防止策が適正かについては、大阪府において以下の基準に基

づき個別に判断する。 

  ⅰなりすましの防止策をとること 

   例：ＩＤ、パスワードの発行等による本人確認、webカメラによる顔認証など 

  ⅱ早回し等の防止策をとること（所定の時間受講したことを担保すること） 

   必須項目：視聴ログの管理機能搭載 

例：動画早送り禁止機能搭載、一定時間毎（１５～３０分程度）で再度操作を必要と 

する、又は確認問題を行う等の機能の搭載など 

  ［その他］ 

「保育士等キャリアアップ研修のｅラーニング等による実施方法について」（平成 31

年４月 15 日付け厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡。以下「国ガイドライン」

という。）議論のとりまとめ（概要）４頁記載の不正防止策のうち、効果が低いとされ

ているもののみでは認めず、効果が中程度以上のものを組み合わせること 

 ⑤ オンライン（インターネットによる視聴等）で複数人での実施 

 ［実施条件］ 

上記①（研修実施機関による対面の本人確認・受講確認）、②（園所で視聴し園長が確 

認）又は③（映像記録の確認）の方法により受講確認を行うこと 

 

４ その他 

・ 「保育士等キャリアアップ研修の実施について」（平成 29 年４月１日付け雇児保発

0401第 1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）及び国ガイドラインに基

づき実施する。 

・ 集合研修実施会場は大阪府内とする。ただし、ｅラーニングの受講場所は問わない。 

・ アクティブラーニングの手法を取り入れ、受動的に受講するのみとならない研修を構

築することが望ましい。 



【別紙２】

１　事業者名等

事業者名

担当者名

連絡先

２　研修内容

月　　日 講師・研修方法等
時間
（分）

対象（受講人数）

令和８年度　障がいを理由とする差別の解消の推進
のための合理的配慮の提供に係る研修実施報告書

令和８年度大阪市保育士等キャリアアップ研修事業


